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新
潟
県
病
院
局
管
理
規
程
第
６
号
 

新
潟
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
 

令
和
８
年
３
月
3
0
日
 

新
潟
県
病
院
事
業
管
理
者
 

 
金
 
井

 
 
健
 
一

 

新
潟
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
 

新
潟
県
病
院
局
財
務
規
程
（
昭
和
6
0
年
新
潟
県
病
院
局

管
理

規
程

第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

表
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 
（

下
線

部
分

は
改

正
部

分
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
用
語
の
定
義
）
 

第
２
条
 

病
院

局
長
は
、

次
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他
の

会
計

事
務

を
処

理
す

る
権

限
を

局
本

庁

の
企
業
出

納
員

に
委
任
す

る
。

た
だ
し
、

次
項

の
規

定
に

よ
る

施
設

の
企

業
出

納
員

、
次

条

の
規
定
に

よ
る

現
金
取
扱

員
及

び
第
９
条

の
規

定
に

よ
る

出
納

取
扱

金
融

機
関

等
が

行
う

も

の
を
除
く
。
 

(
1
)
 
～
(
5
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 局

本
庁

 
新

潟
県

病
院

局
組

織
規

程
(
昭

和
3
6
年

新
潟

県
病

院
局

管
理

規
程

第
３

号
)
第

２
章
に
規

定
す

る
も
の
を

い
う

。
た
だ
し

、
第

５
章

第
１

節
か

ら
第

３
節

ま
で

に
お

い
て

は
、
新
潟

県
病

院
事
業
の

設
置

等
に
関
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

新
潟

県
条

例
第

6
5
号

）
第

1
1
条
に
規
定
す
る
病
院
を
含
む
も
の
と
す
る
。
 

 (
7
)
 
～

(
8
)
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

 (
出

納
事
務
の
委
任
等
)
 

第
７
条
 

病
院

局
長
は
、

次
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他
の

会
計

事
務

を
処

理
す

る
権

限
を

局
本

庁

の
企
業
出

納
員

に
委
任
す

る
。

た
だ
し
、

次
項

の
規

定
に

よ
る

施
設

の
企

業
出

納
員

、
次

条

の
規
定
に

よ
る

現
金
取
扱

員
及

び
第
9
 
条

の
規

定
に

よ
る

出
納

取
扱

金
融

機
関

等
が

行
う

も

の
を
除
く
。
 

(
1
)
 現

金
(
現
金
に
代
え
て
納
付
さ
れ
る
証
券
を
含

む
。
以

下
同

じ
。
)
､
有

価
証

券
及

び
物

品

の
出
納
及
び
保
管
を
す
る
こ
と
。
 

 (
2
)
 
支

出
負
担
行
為
に
関
す
る
確
認
を
す
る
こ
と

。
 

(
3
)
 
収
支
命
令
行
為
に
関
す
る
確
認
を
す
る
こ
と
。

 

(
4
)
 
資
産
、
負
債
及
び
資
本
の
増
減
異
動
に
関
す
る

記
録

管
理
を

す
る

こ
と

。
 

（
用

語
の

定
義
）

 

第
２

条
 

病
院

局
長

は
、

次
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他
の
会

計
事

務
を
処
理

す
る

権
限
を
局

本
庁

の
企

業
出

納
員

に
委

任
す

る
。

た
だ
し
、

次
項

の
規
定
に

よ
る

施
設
の
企

業
出

納
員
、
次

条

の
規

定
に

よ
る

現
金

取
扱

員
及

び
第
９
条

の
規

定
に
よ
る

出
納

取
扱
金
融

機
関

等
が
行
う

も

の
を

除
く

。
 

(
1
)
 
～

(
5
)
 
（

略
）
 

(
6
)
 局

本
庁

 
新

潟
県

病
院

局
組

織
規

程
(
昭

和
3
6
年

新
潟

県
病

院
局

管
理

規
程

第
３

号
)
第

２
章

に
規

定
す

る
も
の
を

い
う

。
た
だ
し

、
第

５
章
第
１

節
か

ら
第
３
節

ま
で

に
お
い
て

は
、

新
潟

県
病

院
事
業
の

設
置

等
に
関
す

る
条

例
（
昭
和
4
1
年

新
潟
県
条

例
第

6
5
号
）
第

1
1
条

に
規

定
す

る
病

院
及

び
新

潟
県
立
吉

田
病

院
附
属
看

護
専

門
学
校
を

含
む

も
の
と
す

る
。

 

(
7
)
 
～

(
8
)
 
（

略
）

 

２
～

４
 
（

略
）

 

 (
出

納
事

務
の
委

任
等

)
 

第
７

条
 

病
院

局
長

は
、

次
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他
の
会

計
事

務
を
処
理

す
る

権
限
を
局

本
庁

の
企

業
出

納
員

に
委

任
す

る
。

た
だ
し
、

次
項

の
規
定
に

よ
る

施
設
の
企

業
出

納
員
、
次

条

の
規

定
に

よ
る

現
金

取
扱

員
及

び
第
9
 
条

の
規

定
に
よ
る

出
納

取
扱
金
融

機
関

等
が
行
う

も

の
を

除
く

。
 

(
1
)
 現

金
(
現
金

に
代
え
て
納
付
さ
れ
る
証
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
､
有
価
証
券
及
び
物

品

の
出

納
及

び
保
管

を
す
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
小

切
手

帳
の

保
管
を
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 
支

出
負

担
行

為
に

関
す
る
確
認
を
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 
収

支
命

令
行

為
に

関
す
る
確
認
を
す
る
こ
と
。
 

(
5
)
 
資

産
、

負
債

及
び

資
本
の
増
減
異
動
に
関
す
る
記
録
管
理
を
す
る
こ
と
。
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(
5
)
 
次
項
の

規
定
に
よ

る
施
設

の
企
業

出
納
員

が
行

つ
た

収
支

命
令

行
為

に
関

す
る

確
認

事

務
及
び
局

本
庁

に
お
け
る

収
支

命
令
行
為

に
関

す
る

確
認

事
務

に
基

づ
き

、
出

納
取

扱
金

融
機
関
に
対

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
よ
る
口

座
振

替
の
通

知
を
行
う
こ
と
。 

 (
6
)
 
２
以
上
の
金
融
機
関
に
お
け
る
預
金
の
預
け

替
え

を
す

る
こ

と
。

 

(
7
)
 
同
一
金
融
機
関
内
で
の
預
金
種
目
の
組
替
え
を

す
る

こ
と
。

 

２
～
４
 
 
（
略
）
 

 (
資
金
前
渡
の
範
囲
)
 

第
5
8
条
 
次
に

掲
げ
る
経
費
に

つ
い
て
は
、
職

員
に

現
金

支
払

を
さ

せ
る

た
め

、
そ

の
資

金
を

当
該
職
員
に
前
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
～
(
5
)
 
 
（
略
）
 

(
6
)
 
官
公
署
に
対
し
て
支
払
う
経
費
 

(
7
)
 
～
(
1
4
)
  

（
略
）
 

 (
直

接
払
)
 

第
7
4
条
 
（
削
除
）
 

     (
小

切
手
の
記
載
事
項
)
 

第
7
9
条
 
（
削
除
）
 

         

(
6
)
 
次

項
の

規
定

に
よ

る
施
設
の

企
業

出
納
員
が

行
つ

た
収
支
命

令
行

為
に
関
す

る
確

認
事

務
及

び
局

本
庁

に
お
け

る
収
支

命
令
行

為
に
関

す
る
確

認
事
務

に
基
づ

き
、
小

切
手
を

振

り
出

し
、

又
は

出
納
取

扱
金
融

機
関
に

対
し
て

イ
ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
バ
ン

キ
ン
グ

に
よ
る

口

座
振

替
の

通
知
を

行
う
こ
と
。
 

(
7
)
 
２

以
上

の
金

融
機
関
に
お
け
る
預
金
の
預
け
替
え
を
す
る
こ
と
。
 

(
8
)
 
同

一
金

融
機

関
内

で
の
預
金
種
目
の
組
替
え
を
す
る
こ
と
。
 

２
～

４
 
 
（
略

）
 

 (
資

金
前

渡
の
範

囲
)
 

第
5
8
条

 
次

に
掲

げ
る

経
費

に
つ
い
て
は
、

職
員
に
現
金
支

払
を
さ
せ
る
た

め
、
そ
の
資
金
を

当
該

職
員

に
前
渡

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
～

(
5
)
 
 
（

略
）

 

(
6
)
 
国

又
は

地
方

公
共
団
体
の
機
関
等
に
対
し
て
支
払
う
経
費
 

(
7
)
 
～

(
1
4
)
  

（
略
）
 

 (
直

接
払

)
 

第
7
4
条

 
局

本
庁

の
企

業
出

納
員
は
、
債
権

者
に
直
接
支
払

を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該

債
権

者
に

対
し
て

小
切
手
を
振
り
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
局

本
庁

の
企

業
出

納
員

は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
小
切

手
を
振
り
出
し

た
と
き
は
、
債
権

者
か

ら
領

収
書

を
徴

す
る
と

と
も
に
、
速
や

か
に
出
納
店
に

小
切
手
振
出
済

通
知
書
を
交
付

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 (
小

切
手

の
記
載

事
項

)
 

第
7
9
条

 
局

本
庁

の
企

業
出

納
員
は
、
そ
の

振
り
出
す
小
切

手
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を

記
載

し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
支

払
金

額
 

(
2
)
 
支

払
を

す
る

出
納
店
の
名
称
 

(
3
)
 
受

取
人

の
氏

名
 

(
4
)
 
小

切
手

の
持

参
人
が
支
払
を
受
け
る
旨
 

(
5
)
 
振

出
し

の
年

月
日
、
振
出
地
及
び
支
払
地
 

(
6
)
 
会

計
年

度
、

会
計
名
及
び
番
号
 

２
 
局

本
庁

の
企

業
出

納
員

が
振
り
出
す
小

切
手
は
、
記
名

式
持
参
人
払
式

と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

資
金
前

渡
職
員
又
は
出

納
店
を
受
取
人

と
し
て
振
り
出

す
小
切
手
は
、
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  (
小

切
手
等
の
確
認
)
 

第
8
0
条
 
（
削
除
）
 

    （
事
業
外
現
金
等
）
 

第
8
8
条
 
事
業
外
現
金
等
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

現
金

又
は

有
価

証
券

を
い

う
。

 

(
1
)
 
～
(
4
)
 
 
（
略
）
 

 (
5
)
 
そ
の
他
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
よ
り
保
管
す

る
も

の
 

 （
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
）
 

第
1
6
1
条

の
６
 

報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
は
、
次

に
掲

げ
る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
ま
つ
だ
い
診
療
セ
ン
タ
―
 

(
2
)
 
～

(
1
4
)
 
（
略
）
 

 (
長

期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
)
 

第
1
8
3
条

の
２

 
長
期
継

続
契

約
を
締
結

す
る

こ
と

が
で

き
る

契
約

を
定

め
る

条
例

(
平

成
1
7
年

新
潟
県
条
例
第
4
0
号
)
第
１
条
に
規
定
す
る
企
業

管
理

規
程

で
定

め
る

契
約

は
、
次

に
掲

げ
る

契
約
と
す
る
。
 

(
1
)
 
次
に
掲
げ
る
物
品
の
借
上
げ
に
係
る
契
約
 

ア
～
ク
 
（
略
）
 

ケ
 
照
明
器
具
 

(
2
）
次

に
掲
げ

る
役
務

（
年
間

を
通
じ

て
当
該

役
務

の
提

供
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

も
の

に

限
る
。
）
の
提
供
に
係
る
契
約
 

ア
～
ケ
 
（
略
）
 

コ
 
設
備
の
保
守
管
理
 

サ
 
電
子
計
算
機
の
保
守
管
理
 

(
3
)
 
 
（
略
）
 

 

記
名

式
と

し
て
指

図
禁
止
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 (
小

切
手

等
の
確

認
)
 

第
8
0
条

 
局

本
庁

の
企

業
出

納
員
は
、
小
切

手
を
振
り
出
し

、
又
は
小
切
手

振
出
済
通
知
書
を

発
行

す
る

と
き

は
、

金
額
の

確
認
を
行
い
、

当
該
金
額
を
記

載
し
た
頭
部
に

確
認
の
私
印
を

押
印

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た
だ
し
、
第
6
 
条
第
3
 
項
又

は
第
4
 
項
の
規

定
に
よ
り
代
決

を
行

う
場

合
は
、

当
該
代
決
を
行
う
者
が
確
認
の
私
印
を
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
事

業
外

現
金
等

）
 

第
8
8
条

 
事

業
外

現
金

等
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
現
金
又
は
有
価
証
券
を
い
う
。
 

(
1
)
 
～

(
4
)
 
 
（

略
）
 

(
5
)
 
出

納
店

及
び

収
納

店
の
提
供
す
る
担
保
 

(
6
)
 
そ

の
他

法
律

又
は

政
令
の
規
定
に
よ
り
保
管
す
る
も
の
 

 （
報

告
セ

グ
メ
ン

ト
の

区
分
）
 

第
1
6
1
条

の
６
 
報

告
セ

グ
メ
ン
ト
の
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

(
1
)
 
松

代
病

院
 

(
2
)
 
～

(
1
4
)
 
（

略
）
 

 (
長

期
継

続
契
約

を
締

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
)
 

第
1
8
3
条

の
２

 
長

期
継

続
契

約
を
締
結

す
る

こ
と
が
で

き
る

契
約
を
定

め
る

条
例
(
平

成
1
7
年

新
潟

県
条

例
第
4
0
号

)
第
１
条
に
規
定
す
る
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
契
約
は
、
次
に
掲

げ
る

契
約

と
す

る
。
 

(
1
)
 
次

に
掲

げ
る

物
品

の
借
上
げ
に
係
る
契
約
 

ア
～

ク
 
（

略
）

 

 

(
2
）

次
に

掲
げ

る
役

務
（
年
間

を
通
じ

て
当
該

役
務
の

提
供
を

受
け
る

必
要
が

あ
る
も

の
に

限
る

。
）

の
提
供

に
係
る
契
約
 

ア
～

ケ
 
（

略
）

 

  

(
3
)
 
 
（

略
）
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(
契
約
保
証
金
) 

第
1
8
6
条

 
契

約
を
締
結

す
る
者

は
、
契

約
金
額

（
次

の
各

号
に

掲
げ

る
契

約
に

あ
っ

て
は

、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
。
第
2
0
1
条
の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

電
子

入
札

に
よ

る
普

通
財
産

の
売
払

い
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
シ
ス

テ
ム

（
以

下
「

財
産

売
払

い
シ

ス
テ

ム
」

と

い
う
。
）
に
よ

る
入
札

の
場
合

に
あ
っ

て
は
、

予
定

価
格

）
の

1
0
0
分

の
1
0
以

上
の

契
約

保
証

金
を
、
現
金
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   

(
1
)
 
～
(
3
)
 
 
（
略
）
 

２
 
契

約
保
証

金
の
納

付
は
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
担

保
の

提
供

を
も

っ
て

代
え

る
こ

と
が

で

き
る
。
 

(
1
)
 
～
(
4
)
 
 
（
略
）
 

３
 
予

算
執
行

職
員
は

、
次
の

各
号
の

一
に
該

当
す
る

場
合

は
、

契
約

保
証

金
の

全
部

又
は

一

部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
契
約

者
が
保

険
会

社
と
の
間

に
県

を
被
保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と
き
。
 

(
2
)
 
契
約

者
か
ら

委
託

を
受
け
た

保
険

会
社
、
銀

行
、

農
林

中
央

金
庫

そ
の

他
予

算
決

算
及

び
会
計

令
(
昭

和
2
2
年

勅
令
第

1
6
5
号
)
第
1
0
0
条

の
３

第
２

号
の

規
定

に
基

づ
き

財
務

大
臣

が
指
定
す
る
金
融
機
関
と
工
事
履
行
保
証
契
約
を

締
結

し
た

と
き

。
 

(
3
)
 
～
(
7
)
 
 
（
略
）
 

４
 
契
約
保
証
金
は
、
契
約
者
が
契
約
条
項
に
定
め

る
義

務
を
履

行
し

た
と

き
に

還
付

す
る

。
 

 (
入

札
保
証
金
) 

第
1
9
6
条

 
入

札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

者
が

見
積
も

る
契

約
金

額
（

第
1
8
6
条

第
１

項
各
号
に

掲
げ

る
契
約
に

あ
っ

て
は
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
金

額
。
）

の
1
0
0
分

の

５
（
財
産
売
払
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
の
場
合

に
あ

っ
て

は
、

予
定

価
格

の
1
0
0
分

の
1
0
）

以
上
の
金
額
の
入
札
保
証
金
を
、
現
金
で
納
付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
契

約
保

証
金

) 

第
1
8
6
条

 
契

約
を

締
結

す
る
者
は

、
契

約
金
額
（

次
の

各
号
に
掲

げ
る

契
約
に
あ

っ
て

は
、

そ

れ
ぞ

れ
当

該
各
号

に
定

め
る
金
額
。
第
2
0
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
電
子
入
札
に
よ
る

普

通
財

産
の

売
払

い
を

行
う
こ
と
が

で
き

る
シ
ス
テ

ム
（

以
下
「
財

産
売

払
い
シ
ス

テ
ム

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
入

札
の
場
合
に

あ
っ

て
は
、
予

定
価

格
）
の
1
0
0
分
の

1
0
以
上

の
契

約
保

証

金
を
、
現

金
(
金
融

機
関

(
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
(
昭

和
2
9
年

法
律

第
1
9
5
号

)
第

３
条

に
規

定
す

る
金

融
機

関
を

い
う

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

)

が
振

り
出

し
、
又

は
支

払
保
証
を
し
た
小
切
手
を
含
む
｡
)
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
～

(
3
)
 
 
（

略
）
 

２
 
契

約
保

証
金

の
納

付
は
、
次

の
各

号
に
掲
げ

る
担

保
の
提
供

を
も

っ
て
代
え

る
こ

と
が

で

き
る

。
 

(
1
)
 
～

(
4
)
 
 
（

略
）
 

３
 
予

算
執

行
職

員
は

、
次
の
各

号
の

一
に
該
当

す
る

場
合
は
、

契
約

保
証
金
の

全
部

又
は

一

部
の

納
付

を
免
除

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 
契

約
者

が
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

 

(
2
)
 
契

約
者

か
ら

委
託

を
受

け
た

保
険

会
社

、
銀

行
、

農
林

中
央

金
庫

そ
の

他
予

算
決

算
及

び
会

計
令

(
昭

和
2
2
年

勅
令
第
1
6
5
号
)
第

1
00
条

の
３

第
２
号
の

規
定

に
基
づ
き

大
蔵

大
臣

が
指

定
す

る
金
融

機
関
と
工
事
履
行
保
証
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。
 

(
3
)
 
～

(
7
)
 
 
（

略
）
 

４
 
契

約
保

証
金

は
、

契
約
者
が
契
約
条
項
に
定
め
る
義
務
を
履
行
し
た
と
き
に
還
付
す
る
。
 

 (
入

札
保

証
金

) 

第
1
9
6
条

 
入

札
に

参
加

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
見
積
も
る
契
約
金
額
（
第
1
8
6
条
第

１

項
各

号
に

掲
げ

る
契

約
に
あ
っ

て
は
、

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号
に

定
め
る

金
額
。
）
の
1
0
0
分

の

５
（

財
産

売
払
い

シ
ス

テ
ム
に
よ
る
入
札
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
予
定
価
格
の
1
0
0
分
の
1
0
）

以
上

の
金

額
の

入
札

保
証
金
を

、
現
金

(
金
融

機
関
(
出
資
の

受
入
れ
、

預
り

金
及
び
金

利
等

の
取

締
り

に
関
す

る
法

律
第
３
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
)

が
振

り
出

し
、
又

は
支

払
保
証
を
し
た
小
切
手
を
含
む
。
)
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

２
～

５
 
（

略
）

 

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 



 

6 

１
 
こ
の
規
程
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
改
正
後
の
第
1
6
1
条
の
６
の
規
定
は
、
令
和
８
年
度
の

事
業

年
度

か
ら

適
用

し
、

令
和

７
年

度
以

前
の

事
業

年
度

に
つ

い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

３
 
改
正
後
の
第
1
8
6
条
及
び
第
1
9
6
条
の
規
定
は
、
令

和
８
年

度
の

事
業

年
度

か
ら

適
用

す
る

。
た

だ
し

令
和

８
年

３
月

3
1日

以
前
に
金
融
機
関
が
振
り
出
し
、
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小

切
手

に
つ

い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 



 

7 

 

 


